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 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表                    （傍線部は、改正部分）

第三条関係 

新 旧 

別表（第二条関係） 別表（第二条関係） 

 項 事務 市町村   項 事務 市町村  

 １ 

～ 

95 

（略） 

 

（略）   １ 

～ 

95 

（略） 

 

（略）  

   物資の流通の効率化に関する法律（平成十七

年法律第八十五号。以下この項において「法」

という。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

戸田市、久

喜市、蓮田

市、日高市 

    流通業務の総合化及び効率化の促進に関す

る法律（平成十七年法律第八十五号。以下この

項において「法」という。）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

戸田市、久

喜市、蓮田

市、日高市 

 

 
96 

１ 法第六条第一項及び第七条第一項の規

定による認定 

    
96 

１ 法第四条第一項及び第五条第一項の規

定による認定 

   

  ２ 法第七条第二項の規定による認定の取

消し 

      ２ 法第五条第二項の規定による認定の取

消し 

   

   ３ 法第九条第二項の規定による確認       ３ 法第七条第二項の規定による確認    

   ４ 法第二十九条の規定による報告の徴収       ４ 法第二十六条の規定による報告の徴収    

 
97 

～ 

117 

（略） 

 

（略）   
97 

～ 
117 

（略） 

 

（略）  

  

 


